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はじめに 

 

東京都住宅政策審議会（以下「審議会」という。）は、平成 26 年 7 月 9 日に、

東京都知事から「人口減少社会に向かう中、豊かな住生活実現のための住宅政策

の新たな展開について」の諮問を受け、このうち住宅政策全般については企画部

会に検討を付託された。 

企画部会では、具体事例についての現地視察や関係機関からのヒアリングで得

た知見も踏まえ、人口減少社会に向かう中での住宅政策の基本方針、目指すべき

目標、目標実現に向けた着眼点、検討すべき論点などについて審議してきた。 

ここに、今後の審議会における議論に活かすために、現時点での検討状況を報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本報告において、「住宅」とは、特に限定して用いる場合を除き、一戸建て持家、

分譲マンション、賃貸アパート、賃貸マンションなど、建て方や所有関係を問わず、

すべての住宅を意味している。また、「住宅市街地」とは、住宅のみが立地する市

街地を意味するのではなく、地域の商店街などを含めた市街地を意味している。  
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Ⅰ．今後の住宅政策の基本方針等 

 

人口減少社会に向かう中での住宅政策の基本方針と目指すべき目標、目標実現

に向けた着眼点について、次のとおり整理した。 

 

１． 基本方針  

（１）基本認識 

住宅は、生活の基盤であると同時に、都市を形づくる基本的な要素である。

住宅のありようは、都民生活の質はもとより、都市の活力や景観、地域社会の

維持形成とも密接に関連している。 

都は、平成 32 年（2020 年）の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

開催を跳躍台として「世界一の都市・東京」を目指す長期ビジョンを定めた。

そこでは、「東京で生まれ、生活し、老後を過ごせて良かった」と誰もが実感

できる都市を最終目標とし、都民の「質の高い充実した生活」を実現するとと

もに、「快適な都市生活と機能的な都市活動が確保された都市」への発展を目

指すこととされている。したがって、世界一の都市・東京の実現には、都民の

豊かな住生活の実現が不可欠である。 

豊かな住生活とは、安全・安心、利便、快適などの観点から評価されるもの

であり、具体的には、 

①  世帯の人数と構成、居住者の身体機能等に応じた適切な規模・性能を備

え、災害に対する安全性が確保された住まいが得られていること 

②  日常的な生活関連サービスや、医療・介護サービスが十分に確保される

とともに、通勤・通学の利便性を享受できること 

③  地域における良好な人間関係と快適な住環境のなかで安心して暮らすこ

とができること 

と考えられる。 

 

（２）住宅政策をめぐる現状と目指すべき方向 

 

  ①生涯にわたる都民の豊かな住生活の実現 

東京においては、すでに住宅総数は世帯数を大きく上回るとともに、１人当

たりの住宅床面積が増加するなど、量の面において住宅は十分に確保されてい

る。また、公共交通網の充実や、都内の拠点開発にともなうマンションの供給

などにより、職住近接も進んできた。 

一方、少子高齢化や単身世帯の増加などに伴う都民のライフスタイルの変化

により、住宅に対するニーズの多様化が加速しているとともに、就職・結婚・
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子育て・リタイアといったライフステージに応じて必要とする住宅の規模・性

能が変化するなかで、それぞれの都民のニーズに応じた住宅の確保が重要であ

る。 

また、社会経済状況と就労環境の変化などに備え、安定した生活の基盤であ

る住宅の確保が重要な課題となっている。 

このため、子供から高齢者まで、それぞれのライフスタイルやライフステー

ジに応じて、また、社会や経済の状況が変化したときにも、都民が生涯にわた

って豊かな住生活を実現できる社会を目指すべきである。 

 

②まちの活力・住環境の向上と持続 

東京の人口は平成 32 年（2020 年）にピークを迎え減少に転じ、平成 37 年（2025

年）には、団塊世代が 75 歳以上となるとともに都民に占める 65 歳以上の高齢

者の割合が 25％に達すると見込まれる。 

高齢化と人口減少が進むにつれ、空き家の増加による生活環境の悪化や、地

域社会の衰退が懸念される。また、高度経済成長期に開発され老朽化が進む大

規模団地や分譲マンションの更新が課題となっている。さらに、切迫する首都

直下地震などへの備え、とりわけ、木造住宅密集地域における住宅・市街地の

安全性の向上が必要とされている。 

都市計画区域マスタープランにおいては、今後の人口減少を見据え、既成市

街地における拠点などを中心に都市づくりを積極的に展開して、居住の集積を

進めつつ、これに必要な都市機能を集約的に立地させることとしている。 

このため、特に、本格的な人口減少を迎えるまでの今後 10 年間においては、

都市づくり政策とも連携し、各地域の活力と住環境を一層向上させるとともに、

その活力・住環境が持続できる社会を目指すべきである。 

 

（３）基本方針 

上記のとおり、これからの東京の住宅政策は、社会情勢の変化や人口減少に

よる地域の衰退などが懸念される中、居住の安定確保のための基盤を強化する

など、都民の住生活をより安定させ、生涯にわたる豊かな住生活の実現と、ま

ちの活力・住環境の向上と持続、すなわち、都民の豊かな住生活の「実現」の

みならず、豊かさの「持続」を目指すべきである。 

このため、人口減少社会に向かう中での東京の住宅政策の基本方針を、 

「豊かな住生活の実現と持続」 とする。 
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２．目指すべき「８つの目標」 

都民の豊かな住生活の実現と持続に向けて、住宅政策の具体的な目標を次の

とおり設定する。 

【生涯にわたる都民の豊かな住生活の実現に向けた目標】 

（１）住まいにおける子育て環境の向上 

・子育て世帯が世帯の人数や構成などに応じた規模と性能をもつ住宅に居住

できるよう、子育てに配慮した住宅の普及など、住まいにおける子育て環

境の向上を目指す。 

・共同住宅の建設や公共住宅の建替え等の機会を捉えて、子育て支援施設の

充実を目指す。 

 

（２）高齢者の居住の安定 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、福祉や医療などの分

野と連携した居住の安定を目指す。 

・高齢者が健康状況等に応じて住まいを選択できるよう、高齢者向け住宅の

整備促進や賃貸住宅への入居の円滑化を目指す。 

・共同住宅の建設や公共住宅の建替え等の機会を捉えて、高齢者向け施設の

充実を目指す。 

 

（３）住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定 

・住宅確保に配慮を要する都民が世帯の人数や構成などに応じた規模と性能

をもつ住宅に居住できるよう、公共住宅と民間住宅による重層的な住宅セ

ーフティネット機能の強化を目指す。 

・福祉や雇用などの分野との連携により、都民の地域での安定した住生活の

実現を目指す。 

 

（４）良質な住宅を安心して選択できる市場環境の実現 

・良質な住宅が新築、中古、賃貸の各市場に供給されるよう、長期優良住宅

など質の高い住宅の新規建設や、リフォームによる既存住宅の機能改善を

目指す。 

・都民がそれぞれのニーズに応じて住宅を選択できるよう、住宅の売買や賃

貸借等に際しての情報提供の充実や知識の普及を目指す。 

【まちの活力・住環境の向上と持続に向けた目標】 

（５）安全で良質なマンションストックの形成 

・適正かつ計画的な維持管理や耐震化の促進とともに、老朽化したストック

の改修や建替えの円滑化等により、安全で良質な分譲マンションストック

を形成し、地域の活力や魅力の向上を目指す。 
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（６）都市づくりと一体となった団地の再生 

・建替や改修による建物の耐震化やバリアフリー化とともに、団地における

地域コミュニティの活性化を目指す。 

・団地を地域の資源と捉え、建替え等を契機に、東京の活力向上に資する高

度な都市機能の集約した拠点や、各地域での拠点づくりに活用するなど、

都市づくりと一体となった団地再生を目指す。 

 

（７）災害時における安全な居住の持続 

・木造住宅密集地域の防災性の向上などにより、震災時の被害を最小限に抑

えることができる災害に強い住宅市街地の形成を目指す。 

・災害時にも都民が自宅に住み続けられる住宅の普及を目指す。 

・大規模災害時における応急仮設住宅の円滑な供給体制の構築を目指す。 

 

（８）活力ある持続可能な住宅市街地の実現 

・住宅市街地における再生可能エネルギーの利用などにより、環境に配慮し

た都市の実現を目指す。 

・集約型地域構造への再編等により、地域の特性に応じた、都民が暮らしや

すい良好な住環境の形成を目指す。 

・改修などによる空き家を含めた既存住宅の活用や、緑や景観などの地域の

住環境の向上などにより、地域活力の持続や魅力向上を目指す。 

 

３．目標実現に向けた「３つの着眼点」 

「８つの目標」を実現するためには、下記の点に着目し、施策を総合的・計画

的に展開する必要がある。 

 

（１）既存ストックの有効活用 

都内の住宅ストックは量的に充足するとともに、その面積も相当程度改善さ

れてきており、耐震補強やバリアフリー化、省エネ化などを行うことで、新築・

建替えよりも安く、高い住宅性能を実現することが可能となってきている。都

内にある約 82 万戸の空き家についても、広さや設備状況、老朽度合などから活

用が困難なものもあるものの、全体的にはリフォーム等により一定の質を確保

できる住宅が多数あると考えらえる。このため、環境や資源の問題などが深刻

化する中で、これまでのように「住宅を作っては壊す」のではなく、世代を超

えた承継や流通・住み替えなどにより「質の良い住宅を長く大切に使う」こと

が重要である。 

住宅市街地についても、木造住宅密集地域等を除けば、道路等の基盤施設が

一定の水準で整備された市街地が大半を占めており、既存ストックを有効に活

用することで、新たな住宅地開発に伴う公共施設の整備・維持コストの抑制が
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期待できる。また、市街地を集約型の地域構造へと再編することにより、誰も

が集積のメリットを享受できる暮らしやすい市街地を形成することが可能とな

る。 

このため、自然環境や資源の保護、低炭素型社会の実現などの環境面の持続

性の観点も踏まえ、既存住宅のリフォームや流通促進、団地やマンションの再

生、空き家の利活用など、市街地の拡大による住宅の新規供給を重視した施策

ではなく、既成市街地における良質な住宅ストックの形成と、既存ストックの

再生・有効活用を重視した施策を展開することが必要である。 

 

（２）多様な主体・分野との連携 

東京の住宅の９割以上は民間により市場を通じて供給されており、豊かな住

生活の実現と持続のためには、居住者である都民自らはもちろん、住宅供給事

業者、流通等を担う不動産事業者、住宅の情報提供を担う事業者、居住支援や

保育・介護・医療などを担う各種団体・ＮＰＯなど、多様な主体の役割が重要

である。 

行政は、都民の自助努力を原則としつつ、良質な住宅ストックと良好な住環

境の形成、市場の環境整備、住宅に困窮する都民の居住の安定確保などに向け

た総合的な住宅政策を実施することが求められる。 

その際、多様化する都民のニーズや地域ごとに異なる課題等にきめ細かく対

応するためには、防災・福祉・雇用・経済・都市づくり・建築などの関係行政

分野や、関連する団体等と連携して取り組むことが重要である。また、その前

提として、各分野の政策立案過程における総合的・横断的な検討が必要である。 

このため、居住支援協議会での取組をはじめ、多様な主体・分野が目標を共

有しつつ連携して取り組む施策を重視すべきである。 

 

（３）地域特性に応じた施策の展開 

東京には全国の 1 割にあたる約 1300 万人の都民が定住し、その区域は、日本

の政治・経済の中枢を担う都心部を含む 23 特別区から、最先端産業や大学・研

究機関が集積するとともに豊かな自然環境に恵まれた多摩地域、さらには貴重

な観光・海洋資源を持つ島しょ地域まで広範囲に及んでいる。また、都心・副

都心などの中核拠点、交通結節点などの生活拠点、身近な地域の生活中心地、

戸建住宅や中高層住宅団地が立地する地域、農地と住宅が混在する地域など、

住宅・住宅地の状況や課題、活用可能な既存ストックの状況は地域により多様

である。 

このため、地域の特性に応じて、豊かな住生活の実現と持続を目指すために

は、住民一人一人がそれぞれの地域に関心をもち、生活環境の向上に努めるこ

とが重要であり、防災、高齢者福祉、子育て支援などについての地域コミュニ

ティによる取組が期待される。 
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また、空き家等の適正管理と利活用の促進や、高齢者福祉、子育て支援、木

造住宅密集地域の防災性の向上をはじめとする地域のまちづくりなど住宅政策

との密接な連携が求められる行政分野は、一義的には基礎的自治体である区市

町村が担っている。一方、東京における住宅市場は区市町村の区域（さらには

都の区域）を大きく超えて市場が形成されており、市場の環境整備や誘導等に

ついては、国及び都の役割が重要である。 

このため、地域の実態を的確に把握し、ハード・ソフト両面での総合的な施

策展開が必要であり、そのためには、地域住民や地域コミュニティの役割と、

地域の福祉やまちづくりの担い手である区市町村の役割が重要である。 

都は、国に対して必要な施策と財源の措置を積極的に提案要望していくとと

もに、広域的自治体として、市場の環境整備や、区市町村の取組への支援など

に重点的に取り組むべきである。 

 

Ⅱ．検討すべき論点等 

「８つの目標」ごとに、中長期的に目指すべき将来イメージと、「３つの着眼

点」を踏まえた検討すべき主な論点を、次のとおり整理した。 

 

（１）住まいにおける子育て環境の向上 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● 子育て世帯が、職住近接を実現しつつ、世帯の人数や構成などに応じた

規模や性能をもつ住宅に居住している。 

● 子育て支援施設が整備されるなど、子育てしやすい生活環境が整ってい

る。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● 民間住宅市場における子育て世帯向けの優良な住宅の供給促進 

● 空き家の活用等による世帯の人数や構成などに応じた規模等の住宅への

住み替え支援 

● 公共住宅の活用等による子育て世帯の居住支援 

● 公共住宅の建替え等における子育て支援施設の整備促進 

 

（２）高齢者の居住の安定 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● 福祉や医療等の連携により、地域包括ケアシステムが構築され、高齢者

が住み慣れた地域で安心して住み続けることができる。 
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● 在宅高齢者の家族が、同居・近居の実現や地域コミュニティとの連携な

どにより、就労や生活上の大きな負担なく支援や介護ができる。 

● 家族構成や身体機能の変化などに応じて、高齢者向け住宅などの住まい

を自由に選択できる。 

● 住宅確保に支援を必要とする高齢者が、公共住宅や民間賃貸住宅に円滑

に入居できる。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● 住み慣れた地域での安心な暮らしの実現のための住宅のバリアフリー化

や各種支援 

● 家族構成や身体機能の変化などに応じて住まいを選択できるよう、高齢

者が居住できる住宅の多様化の促進 

● 居住支援協議会の入居支援等による高齢者の居住の安定確保 

● 公共住宅の建替え等における高齢者向け施設の整備促進 

 

（３）住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● 住宅確保に配慮を要する都民が、世帯の人数や構成などに応じた規模や

性能をもった住宅に居住している。 

● 高齢者、障害者、ひとり親世帯など住宅確保に特に配慮を要する都民が、

必要な支援を受け、地域で安定した住生活を送っている。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● 住宅セーフティネット機能における都営住宅の役割 

● 住宅確保に配慮を要する都民の多様なニーズに応じた公共住宅の有効活

用 

● 居住支援協議会等による空き家を含めた民間住宅を活用した居住支援の

促進 

● 福祉や雇用などの分野と連携した居住支援の実施 

 

（４）良質な住宅を安心して選択できる市場環境の実現 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● 環境に配慮した住宅など、都民のニーズに応じた多様で良質な住宅が新

築、中古、賃貸の各市場に供給されている。 

● 住宅の選択やリフォームの際に、住宅の性能や質、事業者等に関する情

報が得られる。 

● 都民の住宅の性能や質、維持管理等に関する知識や意識が向上している。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● 長く使い続けられる良質な住宅の供給促進と世代を超えた活用促進 
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● 住宅の維持管理の適正化やリフォームの促進 

● 売買時における性能情報・管理情報の提供や追加投資等による空き家を

含めた既存住宅の流通促進 

● 都民が安心して住宅を売買・賃貸借やリフォームできる環境の整備 

 

（５）安全で良質なマンションストックの形成 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● 管理組合等が、専門家などの支援を受けながら、マンションの管理や再

生に主体的に取り組んでいる。 

● 消費者のマンション管理に対する意識や関心が高まり、管理が良好なマ

ンションが市場で高く評価されている。 

● 耐震化や改修、建替え等により、耐震性不足や老朽化の進んだマンショ

ンの再生が進んでいる。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● マンションの管理状況の実態把握と管理組合等の活性化を図るための取

組 

● 管理情報の公開の促進や消費者への普及啓発など、マンション流通市場

の環境整備 

● まちづくりと連携したマンション再生の促進 

● 対象を重点化したメリハリのある施策展開 

 

（６）都市づくりと一体となった団地の再生 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● 建替えや改修により、建物の耐震化やバリアフリー化が進んでいる。 

● 団地に多様な世代が居住し、地域のコミュニティが活性化している。 

● 地域に必要な生活支援施設が立地するなど、利便性が高く生活しやすい

環境が整備されている。 

● 団地の立地等によっては、東京の活力向上に資する高度な都市機能の集

約した拠点や、地域の拠点となるなど、都市づくりに活用されている。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● 老朽化した団地の再生の促進 

● 高齢者や子育て世帯など様々な世代が暮らし、交流する住宅団地の形成

の誘導 

● 団地を地域資源と捉え、立地に応じ、再生による創出用地等の首都東京

にふさわしいプロジェクトや福祉インフラ等への活用 

● 都市づくりと一体となった計画的な大規模団地の再生の促進 
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（７）災害時における安全な居住の持続 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● ハード・ソフト両面において災害に強い住宅市街地が形成されている。 

● 災害時においても、都民が地域や自宅で生活を継続することができる。 

● 災害時に応急仮設住宅の供給が速やかに実施できる体制が整備されてい

る。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● 住宅の耐震化の促進 

● 木造住宅密集地域の改善など市街地の安全性の向上 

● 災害時に住み続けられる住宅の普及促進 

● 災害時における都民の居住の確保のための体制整備 

 

（８）活力ある持続可能な住宅市街地の実現 

＜目指すべき将来イメージ＞ 

● 住宅市街地における再生可能エネルギーの利用などにより、東京が環境

に配慮した都市となっている。 

● 集約型地域構造への再編等により、地域の状況に応じて、都民が暮らし

やすい良好な住環境が実現している。 

● 改修などにより住宅の質が維持・向上されるとともに、空き家などが活

用され、地域の活力が保たれている。 

＜検討すべき主な論点＞ 

● 再生可能エネルギーの利用促進などによる環境性能の高い都市の形成 

● 緑豊かで良好な街並み景観を備えた住宅市街地の形成 

● 集約型地域構造への再編等に向けた、拠点などを中心とした都市づくり

の積極的な展開 

● 空き家の維持管理の適正化や活用の促進 

 

  



- 11 - 

 

今後の検討に向けて 

  

企画部会では、平成 27 年度に予定されている住生活基本計画（全国計画）の改

定の動きなどを踏まえつつ、本報告の内容を基に、具体的な施策を含めたより詳

細な検討を行い、その結果について平成 27 年度に審議会に報告する。 

なお、選手村をはじめとするオリンピック・パラリンピックの開催を契機とし

たまちづくりについては、環境・エネルギー対策などの先進的な取組等について

住宅政策の観点から注目しており、審議会での議論が反映されるとともに、まち

づくりの成果が東京の住宅政策に活かされることを期待する。 
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１．諮問  

２６都市住政第２６１号 

諮 問 第 １ １ 号 

 

東京都住宅政策審議会 

 

東京都住宅基本条例（平成 18 年東京都条例第 165 号）第 20 条第 1 項の規定に基

づき、下記の事項について諮問する。 

平成 26 年 7 月 9 日 

東京都知事 舛添 要一 

 

記 

 

（諮問事項） 

人口減少社会に向かう中、豊かな住生活実現のための住宅政策の新たな展開につ

いて 
 

（諮問事由) 

東京の人口は平成 32 年に、世帯数は平成 42 年にピークを迎え、その後減少に転

じると推計されている。 

また、少子高齢化の急速な進行や単身世帯の割合の増加、ライフスタイルの多様

化など、住生活を取り巻く環境が大きく変化してきている。 

都市づくりにおいては、こうした変化を踏まえて、快適な都市生活と機能的な都

市活動を確保した誰もが暮らしやすいまちを実現するために、市街地の集約型地域

構造も視野に入れた取組が必要となっている。 

住宅については、新規供給が進む一方、空き家が増加しており、既存住宅の有効

活用と流通の活性化が必要となっている。 

また、切迫性が指摘される首都直下地震への対応や低炭素社会の実現など、既存

ストックを含めた住宅の質の向上がますます重要となっている。特に、都民の主要

な居住形態として広く普及している分譲マンションについては、老朽化したストッ

クが今後急増する見込みであり、管理の適正化や円滑な再生に向けた取組強化が必

要である。 

また、地域の状況に応じた住宅政策を更に進めていくために、都と区市町村との

連携のあり方が改めて問われている。 

こうした状況を踏まえて、都民の豊かな住生活を実現するためには、良質な住宅

ストックと良好な住環境の形成、市場機能の充実、民間住宅も含めた重層的な住宅

セーフティネット機能の強化などについて、区市町村や関係団体、関連行政分野と

連携した総合的な取組が求められている。 

このような認識の下、東京における住宅政策の新たな展開について、貴審議会の

御意見をお示し願いたい。 

【参考資料】 
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２．住宅政策をめぐる現状等 

   

        

 

 

 

 

  

年齢別人口及び高齢者人口割合の推計 

予測  

家族類型別世帯及び単身世帯推計割合の推計 

 

（資料）国勢調査／総務省等より作成 
（備考）2015 年以降は政策企画局による推計  

四捨五入しているため、内訳の合計は総数と一致しない場合がある    

 

（資料）東京都男女年齢（５歳階級）別人口の予測（平成 25 年３月）/東京都総務局、 
国勢調査/総務省等より作成 

（備考）2015 年以降は政策企画局による推計  
    四捨五入や、実績値には年齢不詳を含むことにより、内訳の合計は総数と一致 

しない場合がある    
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（資料）住宅・土地統計調査／総務省等、住宅着工統計／都市整備局  
（備考）築 50 年以上のマンション（2003 年及び 2008 年）については、  

不明のため０推計とした  

（資料）住宅・土地統計調査／総務省  

（速報） 
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３．企画部会委員・専門委員名簿 

 
 

４．企画部会の審議経緯 

 

氏　　名 役　　　　　職

部会長 松村 秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授

部会長代理 秋元 孝之 芝浦工業大学工学部建築工学科教授

有田 智一 筑波大学システム情報系社会工学域教授

井出多加子 成蹊大学経済学部経済経営学科教授

大久保恭子 株式会社風代表取締役

齊藤 広子 明海大学不動産学部不動産学科教授

佐久間直人 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会専務理事

篠原みち子 弁護士（篠原法律事務所）

篠見 更生 東京都地域住宅生産者協議会会長

園田眞理子 明治大学理工学部建築学科教授

髙 橋 功 東京都中小企業団体中央会副会長

内 藤 勇 公益財団法人マンション管理センター理事長

荻原 武彦 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部副本部長

小田 広昭 一般社団法人住宅生産団体連合会専務理事

鈴木 良宜 一般社団法人マンション管理業協会事務局長

中 北 均 一般社団法人不動産流通経営協会　運営委員会委員長

山﨑 雄介 一般社団法人新都市ハウジング協会　長期優良住宅等検討部会部会長

委
　
員

専
門
委
員

 開催期日 審議内容等 

平成 26 年 8 月６日 
○ 平成 25 年「住宅・土地統計調査」速報集計の結果 

○ 住宅政策の検討課題と今後の方向性について 

平成 26 年 10 月 22 日 

○ 団地再生事例の現地視察（千歳烏山団地） 

○ 住宅政策の基本方針等について 

○ 検討課題と取組の方向性について など  

平成 26 年 12 月 24 日 
○ 住宅政策の基本方針等について 

○ 検討課題と取組の方向性について など 

平成 27 年 1 月 19 日 
○ 独立行政法人都市再生機構からのヒアリング 

○ 企画部会第一次報告（案）について 


